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　今般、日空衛としては、カーボンニュートラルに向けた国の削減目標の引き上げなど地球温暖化対策
に関する国内外の動向を踏まえ、空調衛生工事業が地球温暖化対策を先導してきた業界という自負を持
ち、引き続きカーボンニュートラルの実現に先導的役割を果たせるよう、新たに2030年度の温室効果ガ
ス排出削減目標を掲げるとともに、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを一層推進
するため、「環境行動計画」を改定し、「空調衛生工事業のカーボンニュートラル行動計画」を策定するも
のである。

� 2024年5月

� 一般社団法人日本空調衛生工事業協会

� 会長　藤澤　一郎　　

（出典）　�※1 全国地球温暖化防止活動推進センター（JCCCA）  https://www.jccca.org/

2100年までの世界平均気温の変化予測（観測と予測）※1
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（注1）　�建設業に関連するCO2排出量に占める割合、令和4年度東京都環境建築フォーラム（2023.3.24）�
「エンボディド・カーボン削減の重要性と展望」、慶應義塾大学理工学部伊香賀教授の資料より

　温室効果ガスには、二酸化炭素（CO2）の他にメタン、一酸化二窒素、フロン類があるが、CO2の占め
る割合が75.0%と最も高くなっている。また、我が国に限って言えば、2021年度でCO2の占める割合
が90.9%となっており、そのうちエネルギーに起源するのもが84.5%を占めている。CO2は主に化石
燃料の燃焼により発生し、建築物について言えば、建設のための資材調達・施工段階、完成した建築物
の運用段階、運用終了後の解体・廃棄段階の各段階におけるエネルギー使用により発生する。
　建設業の事業活動によるCO2排出量は産業部門の2%に過ぎないが、建物の運用で排出されるCO2
は、業務部門、家庭部門を合わせると35%、資材の運搬として運輸部門としてカウントされているものを
合わせると我が国のCO2排出量の約40%（注1）が建物に関連していると言える。

第 章1 温室効果ガス排出削減の�
基本方針

人為起源
温室効果ガス

総排出量に占める
ガス別排出量の内訳

（CO2換算ベース）

出典：IPCC第6次評価報告書 WG3 Figure SPM.1-a 「人為起源GHG排出量の推移」より
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図1 温室効果ガス総排出量に占めるガス別排出量※1

図3 産業部門別のエネルギー起源CO2排出量の業種別排出量※2

図2 温室効果ガス排出量のガス種別内訳※2

図4 �エネルギー起源CO2排出量の部門別内訳 
（電気・熱配分後排出量）※2
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＊ 建築環境総合性能評価システムCASBEE-新築評価マニュアル（2016年版）「建設」、「修繕・更新・解体」、「運用」のCO2排出量統計基準値より算
出、事務所（SRC-60年固定、1次エネルギー消費量のうち電気事業者排出計数値は電気事業連合会公表値（調整後）0.505kg-CO2/kWh）（事
務所SRCモデル）

11.0％ 76.3% 12.7％

計画 建　設 保守 改修 廃棄運　用

冷房
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冷房
14％
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暖房
14％
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12％
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10％
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　建築物の計画（企画・設計）段階、資機材の生産段階、建設段階、運用段階、保守・改修段階、廃棄段
階の各段階で発生するCO2の総計をホールライフカーボンまたはLCCO2（ライフサイクル二酸化炭素
排出量）というが、そのうち、オペレーショナルカーボンと言う運用段階におけるCO2排出量が76.3%
を占めており、空調衛生設備だけでみると運用段階の排出量が約91%（注2）を占めている。また、空調設
備と衛生設備とでは、動力装置を多く有する空調設備による排出が多くなっている。
　設備の運用段階は、設備の運用者側の事業活動であり、空調衛生工事業者が直接コントロールできる
ものではないが、設備の運用改善の提案、設備の改修工事に合わせた省エネルギー提案など、設備の運
用者に積極的に働き掛けることにより、温室効果ガス排出の削減を図ることが可能となる。

（注2）　�日空衛会員企業8社の平均値（2022年度） （サプライチェーンCO2排出量全体に占めるスコープ3、カテゴリー11の割合）
（出典）　�※2 �「2021年度（令和3年度）温室効果ガス排出量（確報値）について」環境省、https://www.env.go.jp/press/press_01477.html 　�

  図7はデータを加工

図6 業務その他部門における用途別CO2排出量,エネルギー消費割合※2

図5 建築物のライフサイクルにおけるCO2排出
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　近年、新築の建築物については、段階的に省エネ基準の規制が強化されてきており、建て替え等によ
る年間の建築物の更新割合が1から2%であることを考えると、既存の建築物のエネルギー効率をどの
ように高めていくかが重要である。空調衛生工事業には、建築物の躯体に比較して耐用年数の短い設備
の更新に合わせて、既存建築物の省エネ化を図ることが求められている。
　このため、本協会の会員企業は、政府目標である2050年のカーボンニュートラルの実現、それに向け
た政府の「地球温暖化対策計画」の削減目標の達成に向け、以下の基本方針に沿って、建築物に由来す
るCO2の排出削減に取り組むものとする。

　本協会は、上記の会員企業の活動を支援するとともに、その活動状況をモニタリングし、その結果を積
極的に開示するものとする。

基本方針

方針①
施設・設備の省エネルギー設計提案等の建築物の運用段階における
CO₂排出（オペレーショナルカーボン）の削減に寄与する活動を積極的
に行う。

方針②
再生可能エネルギーの利用推進と更なる省エネルギー化により、空調
衛生設備工事の施工段階及び会員企業自身の事業活動におけるCO₂
排出の削減に取り組む。

方針③ 方針①及び②について、できるだけ早期に削減目標を設定する。
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SDGsに関連づけている活動をご回答ください。（該当するもの全て）
� （回答：33社）

Q

企業会員のSDGsの取り組み状況（日空衛調べ）

貴社は、SDGsに関連づけて事業活動を行っていますか?� （回答：45社）Q

いいえ

はい 73％

27％

回答45社

トピックス

目標1　  貧困 7
目標2　  飢餓 8
目標3　  保健 22
目標4　  教育 22
目標5　  ジェンダー 20
目標6　  水・衛生 25
目標7　  エネルギー 29
目標8　  経済成長と雇用 27
目標9　  インフラ、産業化、イノベーション 25
目標10　不平等 13
目標11　持続可能な都市 25
目標12　持続可能な消費と生産 20
目標13　気候変動 24
目標14　海洋資源 9
目標15　陸上資源 15
目標16　平和 14
目標17　実施手段　　 14

 0% 50% 100%

21%

24%

67%

67%

61%

76%

82%

88%

76%

39%

76%

61%

27%

73%

45%

42%

42%
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　本協会の会員企業は、第1章の方針③に基づき、以下のCO2排出量の削減目標の設定に取り組むも
のとする。

ホールライフカーボンの削減目標（方針①）1
　建築物のライフサイクルアセスメント（LCA）に基づく、サプライチェーンを通じたCO2排出量（ホー
ルライフカーボン）の削減目標については、設定可能な会員企業から取り組むものとする。なお、当面の
取り組みとして、オペレーショナルカーボンの削減については、CO2排出量の削減以外の管理可能なKPI
（例：省エネ設計の提案率、ZEB9）受注の延べ床面積等）の設定を目指すものとする。

空調衛生設備工事の施工段階及び自身の事業活動の削減目標（方針②）2
　2050年のカーボンニュートラルの実現及びそれに向けた政府の「地球温暖化対策計画」の削減目標
である2030年度に46%削減（2013年度比）の実現に貢献可能なCO2排出量の削減目標として、空
調衛生設備工事の施工段階及び自身の事業活動（スコープ1、2排出量）について、できるだけ早期に

2013年度比で50%以上、または、年4.2%以上の削減目標の設定を目指すものとする。

第 章2 CO2排出量削減目標

温室効果ガス排出量・
吸収量

（単位：億t-CO2）

エネルギー起源CO2
産業
業務その他
家庭
運輸
エネルギー転換

非エネルギー起源CO2、
メタン、N2O
HFC等4ガス（フロン類）
吸収源

二国間クレジット
制度（JCM）

官民連携で2030年度までの累積で1億t-CO2程度の国際
的な排出削減・吸収量を目指す。我が国として獲得したクレ
ジットを我が国のNDC達成のために適切にカウントする。

部
門
別

2013排出実績

14.08
12.35

4.63

2.38

2.08

2.24

1.06

1.34

0.39

－

2030排出量

7.60
6.77

2.89

1.16

0.70

1.46

0.56

1.15

0.22

▲0.48

削減率

▲46％
▲45％

▲38％

▲51％

▲66％

▲35％

▲47％

▲14％

▲44％

－

従来目標

▲26％

▲25％

▲7％

▲40％

▲39％

▲27％

▲27％

▲8％

▲25％

（▲0.37億t-CO2）

－

2030年度目標
▲46％（2013年度比）

2050年度の
排出・吸収量

：0

（
億
tC
O
2）

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

-2.00

14.08

11.70
10.8

7.60

2013 2022 2030 2050

8.13

排出量　　　吸収量　　　排出・吸収量

11.22

図7 �我が国の温室効果ガス削減の中期目標と長期的に目指す目標※3 表1 温室効果ガス排出量・吸収量の削減目標※4

（出典）　※3　2022年度温室効果ガス排出・吸収量（概要）（環境省）をもとに作成。 https://www.env.go.jp/content/000216325.pdf
（出典）　※4　地球温暖化対策計画 概要（環境省） https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/211022.html

温室効果ガス排出量・
吸収量

（単位：億t-CO₂）

2013
排出実績

2030
排出量 削減率 従来目標

14.08 7.60 ▲46％ ▲26％
エネルギー起源CO₂ 12.35 6.77 ▲45％ ▲25％

部
門
別

産業 4.63 2.89 ▲38％ ▲7％
業務その他 2.38 1.16 ▲51％ ▲40％
家庭 2.08 0.70 ▲66％ ▲39％
運輸 2.24 1.46 ▲35％ ▲27％
エネルギー転換 1.06 0.56 ▲47％ ▲27％

非エネルギー起源
CO₂、メタン、N₂O 1.34 1.15 ▲14％ ▲8％

HFC等4ガス
（フロン類） 0.39 0.22 ▲44％ ▲25％

吸収源 － ▲0.48 － （▲0.37億
t-CO₂）

二国間クレジット制度
（JCM）

官民連携で2030年度までの累積で1億
t-CO₂程度の国際的な排出削減・吸収
量を目指す。我が国として獲得したクレ
ジットを我が国のNDC達成のために適
切にカウントする。

－
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エンボディドカーボンの削減目標3
　ホールライフカーボンからオペレーショナルカーボンを除いたエンボディドカーボンについては、運用
開始前に排出量が固定されてしまうため、将来的にオペレーショナルカーボンが減少するにつれ、その
ウェートが高まることから、近年、関心が高まっている。ゼロカーボンビル10）への取組みを含め、空調衛
生設備工事に関連するエンボディドカーボンの削減目標については、今後、本協会において、そのあり方
を含め検討するものとする。

（注）　�調査対象：21社�
朝日工業社（株）/池田煖房工業（株）/川崎設備工業（株）/川本工業（株）,斎久工業（株）/三機工業（株）/三建設備工業（株）/（株）三晃空調/�
（株）三冷社/（株）芝工業/新日本空調（株）/新菱冷熱工業（株）/須賀工業（株）/第一工業（株）/（株）大気社/大成温調（株）/ダイダン（株）/�
高砂熱学工業（株）/東洋熱工業（株）/（株）西原衛生工業所/日比谷総合設備（株）

0

11

8

11

8
10

5

排出量の算定
削減目標の設定

スコープ1 スコープ2 スコープ3

5

10

15

20

TCFD ZEB
プランナー

0

5

10

15

20

7

13

カーボンニュートラルに関する情報開示（日空衛調べ）
（サプライチェーンCO₂排出量の算定・削減目標、TCFD、ZEBプランナー11））

会員企業（21社（注））の取組状況
トピックス
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　本協会の会員企業は、設計部門を有する大企業から工事中心の中小企業まで様々であり、事業の内容
も、電気設備を含む建築設備全ての施工を行う企業から、空調衛生設備の両方をまたはどちらか一方の
施工を中心とする企業まで多様であることから、それぞれの業態に応じて、以下の取り組みを推進する
ものとする。

環境経営の推進1
① �地球温暖化対策を推進するための社内体制を整備し、取り組み状況を継続的にモニタリングする。　

② 地球温暖化対策の進捗状況の開示を進める。
③ 協力会社の従業員を含む環境教育の実施に取り組む。
④ SDGsの推進に取り組む。　
⑤ 環境規格（ISO1400112）、エコアクション2113）等）の認証・登録に取り組む。

方針①（環境への配慮）2
Ⅰ）設計段階における行動
① �BIM14）の活用等により必要な資材の量を適切に把握し、廃棄量の削減に努めるとともに、環境に
配慮したシステムを積極的に提案する。　

② �より低炭素となる資機材（建物の熱負荷低減となる資材を含む。）の使用を積極的に提案する。　

Ⅱ）建設した施設の運用段階における行動
① CO2排出の削減を目的とした施設の運用改善について、積極的に提案する。
② 運用時のシミュレーションから最適運転パターンを提案する。　
③ �環境に配慮した資機材への交換、低・脱炭素エネルギー使用システムへの変更などを改修工事
に合わせて積極的に提案する。　

（→P.8 トピック）

（→P.6 トピック）

（→P.13 取組事例③、ｐ.20取組事例⑧）

（→P.19 取組事例⑦）

（→P.18 取組事例⑥）

（→P.14 取組事例②）

第 章3 会員企業の取り組み

0

50

100
環境規格の認証登録割合［％］

（2023年12月現在）

エコアクション21ISO14001

45.2（38）

2.4（2）

図8 会員企業（86社）の認証・登録状況（経営事項審査結果通知書より）
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方針②（環境負荷の低減）3
Ⅰ）施工段階における行動
① 施工段階におけるCO2排出量の見える化に取り組む。
② より低炭素な資材調達に取り組む。　
③ 工事現場、加工工場で使用する電力の再エネ化に取り組む。
④ 施工における廃棄物を適正に管理し、ゼロエミッションを目指す。
⑤ �設備の省エネ化のための最適運用に資するため、試運転調整のための十分な時間の確保に努める。

Ⅱ）自社保有施設等における行動
① 自社保有施設のZEB化を推進する。　
② �環境負荷の少ないオフィス活動や再生可能エネルギー電力の調達に取り組む。　
③ 自社保有施設等の改修工事の工夫により、ZEB化を推進する。
④ 社用車のEV化など省CO2化を推進する。
⑤ 森林整備等のCO2を吸収するための環境貢献活動を推進する。　
⑥ �自社におけるエネルギー消費量について社内の情報共有を推進し、省エネに対する意識付けを
図る。

フロン管理の徹底4
① 冷媒配管施工時のフロンの漏洩防止及び回収の徹底に取り組む。
② 回収した冷媒フロンの適正な管理に取り組む。

（→P.13 取組事例①）
（→P.17 取組事例⑤）

（→P.16 取組事例④）

（出典）　※5　中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック Ver.1.1（環境省） https://www.env.go.jp/content/900440895.pdf

電
気 熱

・可能な限りエネルギー需要の削減
・機器のエネルギー効率改善　等

①エネルギー消費量の削減

②エネルギーの低炭素化

③利用エネルギーの転換

エネルギー消費量

CO
2排
出
強
度

現状のCO2排出量

・ガソリン自動車から電気自動車
・暖房・給湯のヒートポンプ利用　等

・低炭素電源（再生可能エネルギー等）
の利用拡大

2050年のCO2排出量

電
気 熱

電気 熱電気 熱
① ①

②
②

③

図9 温室効果ガス大幅削減の方向性※5
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環境経営の推進のための取り組み1
① 会員企業に対し、CO2排出量の削減目標の設定を働き掛ける。 経営活性化委員会

② �会員企業のCO2排出の削減に対する取り組み状況をモニタリングし、積極的に開示する。� �
経営活性化委員会

③ 会員企業向けの啓発パンフレットを作成する。 脱炭素社会対応委員会

④ 会員企業の環境貢献活動を調査し、業界全体の取り組みの促進を図る。 広報委員会を改組し、対応

⑤ カーボンプライシング15）、トランジション16）等について、検討する。 脱炭素社会対応委員会

環境負荷低減のための取り組み2
Ⅰ）施工段階における取り組み【脱炭素社会対応委員会】
① 低・脱炭素建設資材の普及促進を図る。
② �CO2排出量を削減するためのモジュール化、ICT施工等の低・脱炭素化に寄与する施工方法の
評価検討及びその普及促進に努める。

③ 効率的な輸送方法、輸送中のCO2排出を削減するための取り組みの普及促進に努める。
④ 施工現場における再生可能エネルギー利用の事例収集及び会員への展開に努める。
⑤ 空調衛生工事の施工段階におけるCO2排出量の推計方法について検討する。

Ⅱ）自社保有施設等における行動の推進【経営活性化委員会】
自社保有施設等での再生可能エネルギー利用の事例収集及び会員への展開に努める。

環境への配慮のための取り組み3
Ⅰ）設計段階における取り組み
① 関係団体と連携して、新築時の効率的なZEB事例の収集を推進する。� �
� 省エネ・リニューアル事業推進委員会

② �既存建築物のZEB化等のCO2排出低減事例の収集を進めるなど既存建築物における排出削減
の推進方策について検討する。 省エネ・リニューアル事業推進委員会

③ エネルギーやCO2排出量を指標に設備設計できる人材の育成を支援する。 人材委員会

④ BIMを活用したCO2排出量の推計の活用を推進する。 BIM推進委員会

第 章4 日空衛の取り組み
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Ⅱ）運用段階における取り組み【脱炭素社会対応委員会】
① 会員企業の提案によるCO2排出削減の事例の収集、削減効果について調査を進める。
② 余剰再生可能エネルギーを活用するための技術開発を促進する。
③ 空調衛生工事業におけるスコープ3のCO2排出量の推計法について検討する。

フロン回収の徹底4
フロン排出抑制法の理解増進に取り組む。 脱炭素社会対応委員会

ロードマップの作成及びフォローアップ5
① �協会の取り組みについて、2030年度までのロードマップを1年以内に策定するとともに、会員企
業の取り組みの進捗状況を毎年度フォローアップする。 経営活性化委員会

② �国のCO2排出削減目標の設定等の状況変化に対応し、適宜計画の見直しを行う。� �
経営活性化委員会
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会員企業の
取組事例 新築ビルのZEB化 

（高砂熱学イノベーションセンター）

高砂熱学工業（株）
＜会員企業の取組事例①＞ 

■ 新築ビルのZEB化（高砂熱学イノベーションセンター） 

    

◆設計コンセプト 

    地球環境負荷低減と知的生産性向上を両立したサスティナブル建築 
 

◆当施設での取り組みの概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特長① ZEB とウエルネスの両立を目指したパッシブ建築 
    ：自然換気、自然採光、方位ごとで異なるファサード計画 
      ② 地下水熱とバイオマスガス化発電機排熱を利用した省エネ熱源システム 
    ：地下水熱を利用した冷房、バイオマス発電機排熱の空調・チップ乾燥等への利用   
      ③ 再生可能エネルギーの主電源化と電力需給の最適化 
    ：太陽光発電、バイオマスガス化発電、大容量蓄電池、AI 搭載 EMS 
      ④ ウェルネスに配慮した室内環境デザイン 
    ：潜顕分離空調、パーソナル空調機、放射パネル、間接照明 
      ⑤ 空調技術の伝承と地域に貢献する拠点づくり 
       ：カフェレストラン、展示スペース、非常時 

の BCP 対策と地域の防災拠点としての活用 
 

建築概要：所在地 茨城県つくばみらい市 
      主用途 研究施設 
      延床面積 11,764 ㎡ 
      階 数 地上 2 階、塔屋 1 階 
         構 造 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造   

 

◆ZEB達成状況             ◆CO2排出量の評価 
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b) 敷地全体

電力最適化を目指したエネルギー需給システム 

1
◆ 設計コンセプト

◆ 当施設での取り組みの概要

◆ ZEB 達成状況 ◆ CO₂排出量の評価

ウエルネス

a）敷地全体 b）オフィス棟
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会員企業の
取組事例 改修によるZEB化

（博多駅南Rビル・設備更新のみのZEB Ready）

菱熱（株）・佐電工（株） 他＜会員企業の取組事例②＞ 

■ 改修によるZEB化の取組  

   ◆建物概要       ◆改修内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ◆改修前後の省エネ効果（設計評価）   ◆改修前後の省エネ効果（実績評価） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※「改修ＺＥＢ事例集 -改修による ZEB 化実現の事例紹介-」（資源エネルギー庁）を加工して作成 

URL：https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/pdf/zeb_example.pdf 

A1 ビルマルチの高効率化 A7 換気機器の高効率化
高効率ビルマルチの採用 風量調節のためにインバーターを設置

A2 空調機の効率化 A8 照明の高効率化
室外機の散水 LED、在室制御、空調連携システムの採用

A3 外気処理系統の高効率化 A9 太陽光発電

A4 床吹出空調の高効率化 A10 BEMSによる見える化

A5 外気導入量の制御 A11 自動制御・中央監視

A6 全熱交換器の省エネ対策
ナイトパージ、CO2制御の採用

＜会員企業の取組事例②＞ 

■ 改修によるZEB化の取組  

   ◆建物概要       ◆改修内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ◆改修前後の省エネ効果（設計評価）   ◆改修前後の省エネ効果（実績評価） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※「改修ＺＥＢ事例集 -改修による ZEB 化実現の事例紹介-」（資源エネルギー庁）を加工して作成 

URL：https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/pdf/zeb_example.pdf 

A1 ビルマルチの高効率化 A7 換気機器の高効率化
高効率ビルマルチの採用 風量調節のためにインバーターを設置

A2 空調機の効率化 A8 照明の高効率化
室外機の散水 LED、在室制御、空調連携システムの採用

A3 外気処理系統の高効率化 A9 太陽光発電

A4 床吹出空調の高効率化 A10 BEMSによる見える化

A5 外気導入量の制御 A11 自動制御・中央監視

A6 全熱交換器の省エネ対策
ナイトパージ、CO2制御の採用

2
◆ 建物概要

◆ 改修前後の省エネ効果（設計評価）

◆ 改修内容

◆ 改修前後の省エネ効果（実績評価）

＜会員企業の取組事例②＞ 

■ 改修によるZEB化の取組  

   ◆建物概要       ◆改修内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ◆改修前後の省エネ効果（設計評価）   ◆改修前後の省エネ効果（実績評価） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※「改修ＺＥＢ事例集 -改修による ZEB 化実現の事例紹介-」（資源エネルギー庁）を加工して作成 

URL：https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/pdf/zeb_example.pdf 

A1 ビルマルチの高効率化 A7 換気機器の高効率化
高効率ビルマルチの採用 風量調節のためにインバーターを設置

A2 空調機の効率化 A8 照明の高効率化
室外機の散水 LED、在室制御、空調連携システムの採用

A3 外気処理系統の高効率化 A9 太陽光発電

A4 床吹出空調の高効率化 A10 BEMSによる見える化

A5 外気導入量の制御 A11 自動制御・中央監視

A6 全熱交換器の省エネ対策
ナイトパージ、CO2制御の採用

URL : https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/pdf/zeb_example.pdf
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会員企業の
取組事例

＜会員企業の取組事例③＞ 

■ BIM連携積算システムによる 

計画物件のライフサイクル温室効果ガス(GHG排出量)の算出  
    

◆背 景 

    カーボンニュートラル社会の実現に向けて、建築物においても計画・建設から廃棄までに排出される
ホールライフカーボンの情報開示と削減への取組が求められている。建築物は、建設時はもとより、竣
工時の性能で長期に渡り使用され続けるため、初期段階でのホールライフカーボンの検討が重要であ
る。計画段階でのGHG排出量の見える化が実現できれば、削減方策を効果的に計画に反映できる。し
かしながら、現状では、運用時のオペレーショナルカーボンや、建設・廃棄時のエンボディドカーボン
をトータルで検討していくことは難しく、計画からGHG排出量提示までのレスポンス強化が求められ
ている。 

 
◆システム概要 

「SGES（セージス）」は、計画物件のライフサイクル温室効果ガス（GHG）排出量の算定が可能な
BIM連携積算システムで、GHG情報開示や排出量削減を設計段階での検討を効率化し、顧客の脱炭素
経営をサポートする。 

BIMに入力した属性データと独自の積算システムを連携し、建設時における資材・機材の調達、輸
送、現場施工時に発生するGHG、建物運用時における電力・燃料によるGHG、解体処分に要する
GHGまで、それぞれの段階別に排出量の算定結果が得られる。 

     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ライフサイクル GHG 算定システム「SGES（セージス）」の活用 

 
 
 
 
 
 
 
関連情報：「BIM連携積算システムによるGHG排出量の算出を開始いたしました」https://skk.jp/topics/ 

 

＜会員企業の取組事例③＞ 

■ BIM連携積算システムによる 

計画物件のライフサイクル温室効果ガス(GHG排出量)の算出  
    

◆背 景 

    カーボンニュートラル社会の実現に向けて、建築物においても計画・建設から廃棄までに排出される
ホールライフカーボンの情報開示と削減への取組が求められている。建築物は、建設時はもとより、竣
工時の性能で長期に渡り使用され続けるため、初期段階でのホールライフカーボンの検討が重要であ
る。計画段階でのGHG排出量の見える化が実現できれば、削減方策を効果的に計画に反映できる。し
かしながら、現状では、運用時のオペレーショナルカーボンや、建設・廃棄時のエンボディドカーボン
をトータルで検討していくことは難しく、計画からGHG排出量提示までのレスポンス強化が求められ
ている。 

 
◆システム概要 

「SGES（セージス）」は、計画物件のライフサイクル温室効果ガス（GHG）排出量の算定が可能な
BIM連携積算システムで、GHG情報開示や排出量削減を設計段階での検討を効率化し、顧客の脱炭素
経営をサポートする。 

BIMに入力した属性データと独自の積算システムを連携し、建設時における資材・機材の調達、輸
送、現場施工時に発生するGHG、建物運用時における電力・燃料によるGHG、解体処分に要する
GHGまで、それぞれの段階別に排出量の算定結果が得られる。 

     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ライフサイクル GHG 算定システム「SGES（セージス）」の活用 

 
 
 
 
 
 
 
関連情報：「BIM連携積算システムによるGHG排出量の算出を開始いたしました」https://skk.jp/topics/ 

 

BIM連携積算システムによる計画物件のライフ
サイクル温室効果ガス（GHG排出量）の算出

三建設備工業（株）3
◆ 背景

◆ システム概要

https://skk.jp/topics/
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会員企業の
取組事例 「SANKI YOU エコ貢献ポイント制度」に

よる環境保全活動への支援
三機工業（株）4 ＜会員企業の取組事例④＞ 

■ 「SANKI YOU エコ貢献ポイント制度」による環境保全活動への支援  

    

◆事業概要 

    当社グループは、社会インフラに関わる幅広い事業を通じて、省エネルギーや
創エネルギーへの取り組みを行い、「エンジニアリングを通じて快適な環境を創
出し、広く社会の発展に貢献する」という経営理念のもと、持続可能な社会の実
現に貢献しています。  

    お客様と共に取り組む環境保全活動の一環として、2010 年に「SANKI YOU エコ貢献ポイント制度」
を開始しました。 この制度は、お客様への省エネ提案をご採用いただいた場合、その CO2 削減量をポ
イント(1 トンあたり 200 円)に換算し、環境保全活動を支援するものです。 

    2010 年の制度開始以来、森林保全のために 20,000 本以上の植樹活動を支援し、水源涵養林の育成や
植樹地の植生多様性を活かした森づくりに貢献しています。  

    当社グループは、サプライチェーンを含む全ての事業活動において、地球環境の保全に努め、脱炭素
社会、循環型社会、自然共生社会の実現を目指し、引き続き積極的に取り組んでいきます。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

※ 三機工業（株）HP「SANKI YOU エコ貢献ポイント」 
 URL：https://www.sanki.co.jp/csr/sanki-you-eco-point/ 

湘南国際村めぐりの森（神奈川県）  矢越山ひこばえの森（岩手県）  三機の森・感謝の森（山梨県）  

木島平ブナの森（長野県）  

琵琶湖森林づくりパートナー協定（滋賀県） 

和和歌歌山山県県企企業業のの森森（（和和歌歌山山県県））  プレゼント・ツリーの森（岐阜県、千葉県他）  

一般社団法人ｍore tree（法人サポーター） 
       

＜会員企業の取組事例④＞ 

■ 「SANKI YOU エコ貢献ポイント制度」による環境保全活動への支援  

    

◆事業概要 

    当社グループは、社会インフラに関わる幅広い事業を通じて、省エネルギーや
創エネルギーへの取り組みを行い、「エンジニアリングを通じて快適な環境を創
出し、広く社会の発展に貢献する」という経営理念のもと、持続可能な社会の実
現に貢献しています。  

    お客様と共に取り組む環境保全活動の一環として、2010 年に「SANKI YOU エコ貢献ポイント制度」
を開始しました。 この制度は、お客様への省エネ提案をご採用いただいた場合、その CO2 削減量をポ
イント(1 トンあたり 200 円)に換算し、環境保全活動を支援するものです。 

    2010 年の制度開始以来、森林保全のために 20,000 本以上の植樹活動を支援し、水源涵養林の育成や
植樹地の植生多様性を活かした森づくりに貢献しています。  

    当社グループは、サプライチェーンを含む全ての事業活動において、地球環境の保全に努め、脱炭素
社会、循環型社会、自然共生社会の実現を目指し、引き続き積極的に取り組んでいきます。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

※ 三機工業（株）HP「SANKI YOU エコ貢献ポイント」 
 URL：https://www.sanki.co.jp/csr/sanki-you-eco-point/ 

湘南国際村めぐりの森（神奈川県）  矢越山ひこばえの森（岩手県）  三機の森・感謝の森（山梨県）  

木島平ブナの森（長野県）  

琵琶湖森林づくりパートナー協定（滋賀県） 

和和歌歌山山県県企企業業のの森森（（和和歌歌山山県県））  プレゼント・ツリーの森（岐阜県、千葉県他）  

一般社団法人ｍore tree（法人サポーター） 
       

＜会員企業の取組事例④＞ 

■ 「SANKI YOU エコ貢献ポイント制度」による環境保全活動への支援  

    

◆事業概要 

    当社グループは、社会インフラに関わる幅広い事業を通じて、省エネルギーや
創エネルギーへの取り組みを行い、「エンジニアリングを通じて快適な環境を創
出し、広く社会の発展に貢献する」という経営理念のもと、持続可能な社会の実
現に貢献しています。  

    お客様と共に取り組む環境保全活動の一環として、2010 年に「SANKI YOU エコ貢献ポイント制度」
を開始しました。 この制度は、お客様への省エネ提案をご採用いただいた場合、その CO2 削減量をポ
イント(1 トンあたり 200 円)に換算し、環境保全活動を支援するものです。 

    2010 年の制度開始以来、森林保全のために 20,000 本以上の植樹活動を支援し、水源涵養林の育成や
植樹地の植生多様性を活かした森づくりに貢献しています。  

    当社グループは、サプライチェーンを含む全ての事業活動において、地球環境の保全に努め、脱炭素
社会、循環型社会、自然共生社会の実現を目指し、引き続き積極的に取り組んでいきます。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

※ 三機工業（株）HP「SANKI YOU エコ貢献ポイント」 
 URL：https://www.sanki.co.jp/csr/sanki-you-eco-point/ 

湘南国際村めぐりの森（神奈川県）  矢越山ひこばえの森（岩手県）  三機の森・感謝の森（山梨県）  

木島平ブナの森（長野県）  

琵琶湖森林づくりパートナー協定（滋賀県） 

和和歌歌山山県県企企業業のの森森（（和和歌歌山山県県））  プレゼント・ツリーの森（岐阜県、千葉県他）  

一般社団法人ｍore tree（法人サポーター） 
       

◆ 事業概要

湘南国際村めぐりの森（神奈川県）

プレゼント・ツリーの森（岐阜県、千葉県他）

矢越山ひこばえの森（岩手県）

木島平ブナの森（長野県）

琵琶湖森林づくりパートナー協定（滋賀県） 一般社団法人more tree（法人サポーター）

三機の森・感謝の森（山梨県）

和歌山県企業の森（和歌山県）

URL : https://www.sanki.co.jp/csr/sanki-you-eco-point/
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会員企業の
取組事例 自社施設における自己託送を用いた

太陽光発電PPA事業
三機工業（株）5 ＜会員企業の取組事例⑤＞ 

■ 自社施設における自己託送を用いた太陽光発電PPA事業  

    

◆事業概要 

    需要家が発電事業者とエネルギーサービス契約を締結し、発電事業者が設置した太陽光発電パネルで
発電された電力を全て買い取って消費する事業（PPA 事業※1）を自社施設間で開始した。 

    本事業では、比較的消費電力の少ない「大和プロダクトセンター」の余剰分は、自己託送スキームを
活用して「三機テクノセンター」で無駄なく利用。本事業による再生可能エネルギー利用により、年間
277t 分の CO2 排出量削減が見込まれる。(2022 年度 CO2 排出量 5％相当) 

 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 PPA 事業（Power Purchase Agreement）：太陽光発電な

どの再生可能エネルギーの発電事業者と需要家の間で締結

される電力購入契約による事業。発電事業者が再生可能エ

ネルギー発電設備を設置し、発電した電力を電力使用者に

長期契約で提供する仕組み。 
 
 
 

三機テクノセンター屋上太陽光パネル 
 
 
 
 
 

※ 三機工業（株）HP「自社施設における自己託送を用いた太陽光発電 PPA 事業の運用開始」 
 URL：https://www.sanki.co.jp/news/release/article537.html 

◆ 事業概要
　遠隔地にある施設間で電力を融通する自己託送スキームを用いたエネルギーサービス契約を発電事業者

と直接締結し、自社施設内に発電事業者が設置した太陽光発電設備が発電する再生可能エネルギー由来の

電力を全て買い取って消費する事業（PPA事業※1）を実施している。

　本事業では、比較的消費電力の少ない「大和プロダクトセンター」発電電力の余剰分を「三機テクノセン

ター」で無駄なく利用。本事業により、年間277t分のCO2排出量削減が見込まれる。（2022年度CO2排出量

5%相当）

三機テクノセンター屋上太陽光パネル

URL : https://www.sanki.co.jp/news/release/article537.html
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会員企業の
取組事例 クラウド型監視・制御システム「リモビス」

（REMOVIS®）
ダイダン（株）6 ＜会員企業の取組事例⑥＞ 

■ クラウド型監視・制御システム「リモビス」（REMOVISⓇ）  

    

◆システム概要 

    クラウド上にソフトウェア化した制御盤と監視盤を設置し、インターネットを介して、計測値の収集
と機器への操作設定を行う遠隔監視制御システム。 

    クラウド上にシステムを構築することで、オンサイトとオフサイトの両方で機器操作や状態監視を行
えることから設備監視管理業務の効率化を図ることができる。同様にオンサイトとオフサイトの両方で
制御パラメータを最適化、運転データの取得が行えることから、効率的できめ細やかなエネルギーマネ
ージメントができるようになり、結果的に省エネルギーを図ることができる。 

    また、システムの提供だけでなく、ユーザーへのエネルギーマネージメントのサポートサービースも
併せて提供している。 

 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆導入実績        ・・・12 件 
 

◆導入効果 

    イニシャルコスト 10％削減（オンプレミス型と比較して） 
    ランニングコスト 10％削減、CO2 排出量 10％削減（エネルギーマネジメント効果による） 
 
 
 
 

※ ダイダン（株）HP「クラウド型自動制御システム（リモビス）」 
 URL：https://www.daidan.co.jp/removis/ 
 

◆ システム概要

◆ 導入実績

◆ 導入効果

15

URL : https://www.daidan.co.jp/removis/
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会員企業の
取組事例 超臨界CO2を用いた

有機ガス除去用エアフィルタの再生事業
ダイダン（株）7 ＜会員企業の取組事例⑦＞ 

■ 超臨界 CO2を用いた有機ガス除去用エアフィルタの再生事業  

    

◆概 要 

    超臨界 CO2 とは、温度 31.1℃、圧力 7.4MPa(74 気圧)以上の CO2(二酸化炭素)のことで、気体並の高
い流動性・浸透性と、液体並の強い溶解力を持った状態の CO2であり、環境負荷の大きい有機溶剤の代
替となるグリーン溶媒として期待されている。 

この超臨界 CO2 を利用し、今まで再生する方法がなかった有機ガス除去用エアフィルタや活性炭の洗
浄再生を実用化し、エアフィルタの再生事業を行っている。 

エアフィルタ再生により、資源の有効活用・廃棄物の削減を図ることができる。 
 

 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆導入実績        ・・・70 件 
 

◆導入効果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ ダイダン（株）HP「エアフィルタ再生｜ソリューション」 
 URL：https://www.daidan.co.jp/tech/solution/air-filter/ 

  

◆ 概要

◆ 導入実績

◆ 導入効果

（2022年度）

URL : https://www.daidan.co.jp/tech/solution/air-filter/
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会員企業の
取組事例 BIMによる新たな業務プロセスへの挑戦

新菱冷熱工業（株）8 ＜会員企業の取組事例⑧＞ 

■ BIMによる新たな業務プロセスへの挑戦 
    

◆「国土交通省ＢＩＭモデル事業」への参画 

    建築ＢＩＭの目的は、生産年齢人口の減少や新し 
い働き方、地球温暖化などの社会課題に対して、建 
物の企画・設計・施工・維持管理を一貫してＢＩＭ 
連携し、安全で省エネルギーな建築物を安定的に供 
給することです。 

    新菱冷熱は、2020 年度から 2022 年度まで「国土 
交通省ＢＩＭモデル事業」に参画し、建設工事の発 
注者と施工者におけるＢＩＭ活用のメリットと課題 
の抽出をテーマに、自社施設であるイノベーション 
ハブ新本館の建設工事において、実際にＢＩＭを運 
用し、その効果を検証しました。 

    
◆ＢＩＭ運用の効果検証 

    設計・施工段階でＢＩＭを円滑に運用するには、建物のライフサイクルを通じた運用の方法を確立す
る必要があり、「発注者メリット」と、「施工技術コンサルティング業務」について、それぞれの効果と
課題検証を行いました。 

    発注者メリットとしては、ＢＩＭによる建物の完成イメージや建物部材データから試算される建設コ
スト・ＣＣＯＯ22 排排出出量量ななどどののアアウウトトププッットトにより、詳細な仕様決定などをスムーズに行えることが確認でき
ました。施工技術コンサルティング業務においては、施工のフロントローディング（設計段階から前倒
しで施工検討を行う）により工期を短縮する効果がある一方、コンサルティング業務を円滑に進めるた
め、設計者と施工者間でＢＩＭデータの連携方法などのルール化が必要であることがわかりました。 

    本モデル事業で得た知見を活用し改善を進めることで、生産性の高い施工を実現していくとともに、
デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を推進し、先進的な技術でサステナブルな脱炭素社会の実
現に貢献します。 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関連情報：SHINRYO Report 2024  https://www.shinryo.com/sustainability/report.html 
 

◆ 「国土交通省ＢＩＭモデル事業」への参画

◆ ＢＩＭ運用の効果検証

https://www.shinryo.com/sustainability/report.html
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用 語 解 説

1） 京都議定書（Kyoto Protocol）
1997年12月に京都市で開かれた第3回気候変動枠組条約締約国会議（COP3）で採択された地球温
暖化に対する初めての国際的な取り組みのための国際条約。2005年2月16日発効。

2） SDGs（Sustainable Development Goals）
2015年の9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載さ
れた国際目標。環境、貧困、教育など様々な観点から持続可能な世界を実現するための17のゴール、
169のターゲットで構成されている。　

3） パリ協定（Paris Agreement）
2015年11月にパリで開催された第21回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）で採択された「京
都議定書」の後継となる2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組み。
世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して、2℃より十分低く抑え、1.5℃に抑える努力を追求する
ことを目的としている。2016年11月4日に発効。京都議定書では一部の先進国に温室効果ガス排出
削減が限られていたのに対し、パリ協定では世界各国が新たな枠組みに対する約束草案を提出してお
り、すべての国において取り組みが進むことが期待されている。

4） RE100（Renewable Energy 100%）
国際環境NGOのThe Climate Group（TCG）によって、2014年に始まった「事業運営を100%再生可
能エネルギーで調達することを目標に掲げる企業が加盟する国際的なイニチアチブ（積極的な取り組み
の枠組み）」。加盟企業は、遅くとも2050年までに事業運営を100%再生可能エネルギーで行うことを
宣言する必要がある。日本からは、アメリカの93社に次ぐ66社が参加している（2022年3月現在）。

5） SBT（Science Based Targets）
パリ協定が求める水準と整合した5年〜 15年先を目標年として企業が設定する温室効果ガスの排出
削減目標。CDP、国連グローバル・コンパクト、世界資源研究所（WRI）、世界自然保護基金（WWF）が
設立した共同イニシアチブによって提唱されたもの。「科学的根拠に基づいた排出削減目標」と訳され
る。「中小企業版SBT（SME Targets）」と「通常SBT（Near-term targets）」の2種類あり、認証の削減
対象が、通常SBTの場合はスコープ1、2、3の全てだが、中小企業版の場合は、スコープ1、2のみが
対象となる。

6） TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）
企業の気候変動への取り組みや影響に関する財務情報についての開示のための枠組みのこと。Task 
Force on Climate-related Financial Disclosuresの略。2015年、G20からの要請を受け、金融安定理
事会（FSB）によって設置。TCFD宣言は、全ての企業に情報開示を推奨しているが、産業・企業間で気
候変動に対する事業への影響や開示可能な情報に差があるため、任意の枠組みとされている。日本で
は、2022年4月25日時点で、745の企業が賛同を表明している。また、2021年6月の「コーポレー
トガバナンス・コード及び投資家と企業の対話ガイドライン」の改定により、TCFDの提言に基づいて
情報開示すべきことが記載され、2022年よりプライム市場の上場会社に開示要請がされている。

（→P.6 参照）
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7） サプライチェーン排出量
モノが作られてから廃棄されるまでのサプライチェーン全体における温室効果ガスの排出量のこと。
自社内における直接的な排出だけでなく、自社事業に伴う間接的な排出も含めた事業活動に関係する
あらゆる排出を合計した排出量をいう。この捉え方として、「スコープ1」「スコープ2」「スコープ3」
という分類方法があり、温室効果ガスの排出量を算定・報告するために定められた国際的な基準「GHG
（温室効果ガス）プロトコル」で示されている。

8） ESG投資（融資）
投資家が企業の株式などに投資するとき、これまでは投資先の価値を測る指標として、主にキャッシュ
フローや利益率などの定量的な財務情報が使われてきたが、それに加え、非財務情報であるESG（環境
（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）の英語の頭文字を合わせた言葉）の要素を
考慮する投資。金融機関の融資の場合は、ESG融資。

9） ZEB（Net Zero Energy Building）
快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目
指した建物。「ゼブ」と呼ぶ。住宅は、ZEH（Net Zero Energy House）で、「ゼッチ」と呼ぶ。建物の中
では人が活動しているため、エネルギー消費をゼロにすることはできないが、省エネと創エネの組み
合わせにより、エネルギー消費量を正味（ネット）でゼロまたはマイナスにすることが可能となる。現
在、ZEBの実現・普及に向けて、以下の3段階のZEBが定義されている。

（出典）　※6　グリーン・バリューチェーンプラットホーム（環境省） https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate.html

上　流
Scope3 Scope3Scope1 Scope2

自　社 下　流

①原材料 ⑦通勤

④輸送・配送 燃料の燃焼 電気の使用 ⑪製品の使用 ⑫製品の廃棄

＊その他：②資本財、③Scope1,2に
含まれない燃料及びエネル
ギー関連活動、⑤廃棄物、
⑥出張、⑧リース資産

＊その他：⑨輸送・配送、⑩製品の加工、
⑬リース資産、⑭フランチャ
イズ、⑮投資

サプライチェーン排出量 = スコープ（Scope）1〜3の合計※6

Nearly ZEB
ZEBに限りなく近い建築物として、ZEB Readyの要件を
満たしつつ、再生可能エネルギーにより年間の一次エネル
ギー消費量をゼロに近づけた建築物

ZEB Ready
ZEBを見据えた先進建築物として、外皮の高断熱化及び高
効率な省エネルギー設備を備えた建築物

ZEB Oriented
ZEB Readyを見据えた建築物として、外皮の高性能化及び
高効率な省エネルギー設備に加え、更なる省エネルギーの
実現に向けた措置を講じた建築物 BEI = 設計一次エネルギー消費量

基準一次エネルギー消費量

BEIとは、エネルギー消費性能計算プログ
ラムに基づく、基準建築物と比較した時の
設計建築物の一次エネルギー消費量の比
率のこと。再生可能エネルギーを除きBEI
≦0.50の場合に、ZEBを達成したと判定
さる。
BEIの定義は以下の式で表される。

BEI（Building Energy Index）

関連用語
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10） ゼロカーボンビル
企画・設計段階から、建設・運用段階を経て解体・廃棄段階までの建築物のライフサイクル全体を通
じた二酸化炭素排出量（LCCO₂）を実質ゼロにする建築物。

11） ZEBプランナー
「ZEB設計ガイドライン」や自社が有する「ZEBや省エネ建築物を設計するための技術や設計知見」を
活用して、一般に向けて広くZEB実現に向けた相談窓口を有し、業務支援（建築設計、設備設計、設計
施工、省エネ設計、コンサルティング等）を行い、その活動を公表するもの。

12） ISO14001
国際標準化機構（ISO）が策定した環境マネジメントシステムの仕様を定めた国際的な認証規格。

13） エコアクション21
環境省が策定した事業者が環境に配慮した取り組みを行うための環境マネジメントシステム。エコア
クション21では、必ず把握すべき環境負荷の項目として、CO2排出量、廃棄物排出量及び水使用量が
規定されており、さらに、事業者が必ず取り組むべき行動として、1.省エネルギー、2.廃棄物の削減・

（出典）　※7　ZEBの定義（環境省） https://www.env.go.jp/earth/zeb/detail/01.html

『ZEB』（ゼブ） Nearly ZEB（ニアリーゼブ）

ZEB Oriented（ゼブオリエンテッド）ZEB Ready（ゼブレディ）
省エネで50％以下まで削減

省エネ＋創エネで25％以下まで削減省エネ＋創エネで0％以下まで削減

延べ面積が10,000㎡以上の建物
省エネで用途毎に限定する削減量を達成＋未評価技術＊導入による更なる省エネ

＊WEBPROにおいて現時点で評価されていない技術

省エネ

100％ 50％以下

へらす

従来の建物で
必要なエネルギー

ZEBで使う
エネルギー

100％ 25％以下

従来の建物で
必要なエネルギー ZEBで使う

エネルギー
ZEBで創る
エネルギー

へらす

つくる

省エネ

創エネ

0％以下

従来の建物で
必要なエネルギー ZEBで使う

エネルギー
ZEBで創る
エネルギー

へらす

つくる

省エネ

創エネ

従来の建物で
必要なエネルギー

100％ 60％以下 70％以下

事務所等・学校・
工場等

ホテル等・病院等・百貨店等・
飲食店等・集会所等

40％以上
へらす

30％以上
へらす

ZEBで使うエネルギー

省エネ

更なる
省エネ

ZEBの定義※7
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リサイクル、3.節水、4.自らが生産・販売・提供する製品の環境性能の向上及びサービスの改善に取
り組むことが必須要件とされている。2021年12月現在、エコアクション21の認証・登録事業者数
は約7,900社を超えており、全体の約90%が従業員100人以下の事業者となっている。

14） BIM（Building Information Modeling）
ビルディング インフォメーション モデリングの略称で、コンピューター上に作成した3次元の建築
物のデジタルモデルに、コストや仕上げ、管理情報などの属性データを追加した建築物のデータベー
スを、建築の設計、施工から維持管理までのあらゆる工程で情報活用を行うための情報システム。

15） カーボンプライシング
企業などの排出するCO₂に価格をつけ、排出者の行動を変化させる政策手法で、排出量取引制度、炭
素税、クレジット取引などがある。排出量取引制度とは、企業ごとにCO₂排出量の上限を設定し、それ
を超過する企業と下回る企業との間でCO₂排出量を取引する制度。
炭素税とは、企業などが燃料や電気を使用して排出したCO₂に対して課税を行い、価格効果による
CO₂排出の抑制を目的としている。クレジット取引とは、CO₂の削減を価値とみなして、証書化して
売買する制度。

16）トランジション（transition）
日本語では「移行」。鉄鋼や化学、運輸など現在の温暖化ガス排出量が多く、早期に脱炭素化が難しい産
業の排出削減戦略のことをいう。これを金融面で支援する仕組みが「トランジション・ファイナンス」。
日本政府も2024年2月に「クライメート・トランジション利付国債」を発行した。

17）世界冷房誓約（Global Cooling Pledge）
COP28で発表され、日本を含む60ヵ国余りが支持を表明している。気候変動による気温の上昇を受
けて予想される冷房機器への需要増に対し、冷房機器関連のCO₂排出量を2050年までに2022年と
比較して最低68%削減すること、高効率空調機器とイノベーション技術の普及促進により、遅くとも
2030年までに、空調機器のエネルギー効率の世界平均を2022年と比較して50%以上向上すること
を目標としている。冷房機器は現在、世界の総電力消費量の20%を占めており、今後、新興国の経済発
展は人口増により2050年までに2倍以上になることが予想されている。

実
際
の
排
出
量

不
足
分

排
出
枠

排
出
枠

余
剰
分

実
際
の
排
出
量

B社から購入

A社に売却

B社A社
一般的な排出量取引制度のイメージ※8

（出典）　※8　エネルギー白書2023（経済産業省　資源エネルギー庁） https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2023/pdf/ 
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国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議
（COP28）の概要と成果

トピックス

　2023年11月30日から12月13日にアラブ首長国連邦（UAE）のドバイで開催された
COP28では、前年のCOP27で設立が決定していた気候変動の悪影響による損失と損害（ロス・
アンド・ダメージ）に対応するための基金について、運用開始の合意が発表された。また、パリ協
定で定めた各目標に対する進捗状況について、5年ごとに包括的な評価を行う「グローバル・ス
トックテイク（GST）」の第1回が実施され、決定文書でパリ協定の目標達成に向けた新たな目標
や、脱炭素貢献技術に関する取り組みの推進が呼びかけられた。また、2050年までに温室効果�
ガス（GHG）排出を実質ゼロにするネットゼロ目標に向け、締約国に「化石燃料からの移行を進め、
今後10年間で行動を加速させる」ことを定めた。COP26から議論の争点になっていた「化石燃
料の段階的廃止」を盛り込むには至らなかったが、COPの最終合意で初めて「化石燃料からの移
行」が呼びかけられた。

COP28で発表された主な成果
分野 概要

GST ● �1.5度目標達成のためには、温室効果ガス（GHG）を2019年水準比で2030
年までに43%、2035年までに60%の大幅削減が必要と認識

● �130カ国が2030年までに世界の再生可能エネルギー容量を3倍、エネルギー
効率改善率を2倍とする目標に合意

● �原子力エネルギー、二酸化炭素（CO2）回収・利用・貯留（CCUS）技術、低炭
素水素などの技術に関する取り組み推進が呼びかけられた

気候基金 ● �「損害と損失」（ロス・アンド・ダメージ）基金の運用開始で合意
● �UAEが300億ドル規模の気候変動対策関連民間投資基金「ALTÉRRA」を発表

エネルギー ● �37カ国がクリーン水素基準の相互承認で合意
● �米国を含む22カ国が2050年までに原子力エネルギー発電容量を3倍に増加
させる宣言を発表

● �60カ国余りが2050年までに冷房機器からのCO2排出量を最低68%削減す
ることを目指す「世界冷房誓約」17）に賛同

● �UAEとサウジアラビア、石油ガス関連会社50社が「石油・ガス脱炭素憲章」に
参加。2050年までのネットゼロ、2030年までのメタンガス排出ゼロなどを目
指す

� 出所：UNFCCC、COP28公式ウェブサイト



環境憲章

　本協会の会員は、設備の生産を最適化すると共に、顧客との連携による施設
運用の最適化を通して、サステイナビリティを高める責任を持ちます。

　本協会は、全人類の共通課題である地球環境保全を最優先行動事項と定め、
会員の総意を結集して取り組みます。 
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